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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
第
一
回
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
国
務
大
臣
は
、
国
家
戦
略
担
当
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

（
行
政
刷
新
）
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
議
長
は
内
閣
官
房
長
官
で
あ
り
、
議
長
代
行
は
総
務
大

臣
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

法
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
互
選
さ
れ
た
副
議
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
全
国
的
連
合
組
織
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
的
連
合
組
織
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
全
国
知
事
会
会
長
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
い
て
協
議
の
対
象
と
さ
れ
た
事
項
は
、
「
社
会

保
障
・
税
一
体
改
革
に
つ
い
て
」
及
び
「
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に

つ
い
て
」
は
法
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
「
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
に
つ
い
て
」
は
同
条

第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
協
議
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
議
長
が
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
た
招
集
回
数
は
、
四
回
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た
報
告
書
に
つ
い

て
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
長
が
作
成
し
た
後
、
速
や
か
に
国
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た
報
告
書
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
議
長
が
作

成
す
る
が
、
当
該
報
告
書
の
作
成
に
係
る
事
務
作
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
国
と
地
方

の
協
議
の
場
運
営
規
則
（
平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
国
と
地
方
の
協
議
の
場
決
定
。
以
下
「
運
営
規
則
」
と
い
う
。
）
�

二



に
お
い
て
庶
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
内
閣
府
に
お
い
て
、
関
係
府
省
の
協
力
を
得
て
、
内
閣
官
房
と
の
連
携
の
下
に

行
っ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

法
第
七
条
第
二
項
に
基
づ
き
議
長
が
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
諮
っ
て
定
め
た
報
告
書
の
作
成
に
関
し
必
要
な
事
項
と
し

て
は
、
「
国
会
へ
提
出
す
る
報
告
書
は
、
議
長
が
、
副
議
長
と
調
整
の
上
作
成
す
る
。
」
と
の
運
営
規
則
�
（�）
の
定
め
が
あ

る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
長
官
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に

お
い
て
、
同
協
議
の
場
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
社
会
保
障
改
革
案
に
つ
い
て
、
成
案
の
決
定
ま
で
の
間
に
政
府
内
で
修
正
を

し
、
地
方
側
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
政
府

・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
の
成
案
決
定
会
合
に
お
い
て
修
正
案
が
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、現
在
、

三



議
長
が
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
に
提
出
す
る
報
告
書
に
記
載
す
べ
く
、
副
議
長
と
調
整
中
で
あ
り
、
現

時
点
で
お
示
し
で
き
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

四


